
９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語聴
覚士の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

夜勤職員配
置加算

リハビリテー
ション機能強
化加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 860 単位）

要介護４ （ 912 単位）

要介護５ （ 965 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 851 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 970 単位）

要介護５ （ 1,025 単位）

要介護１ （ 826 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 937 単位）

要介護４ （ 990 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 859 単位）

要介護２ （ 933 単位）

要介護３ （ 996 単位）

要介護４ （ 1,052 単位）

要介護５ （ 1,108 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,049 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 1,042 単位）

要介護４ （ 1,118 単位）

要介護５ （ 1,194 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,052 単位）

要介護４ （ 1,128 単位）

要介護５ （ 1,204 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,197 単位）

要介護５ （ 1,273 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 946 単位）

要介護４ （ 1,022 単位）

要介護５ （ 1,098 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 1,015 単位）

要介護４ （ 1,091 単位）

要介護５ （ 1,167 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,025 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,177 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

ａ　介護老人保健施設
   短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【従来型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【従来型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【療養強化型】

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】

片道につき
＋１８４単位

×９７／１００

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋60単位
（要介護４・５

に限る）

＋７６単位

＋２００単位
（７日間を

限度）
＋１２０単位

＋６０単位

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋90単位
（７日間を

限度）

基本部分

注

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

＋２４単位

（三）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　　看護オンコール体制＞

（２）　ユニット型介護老人保健
　　施設短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人
　　保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）

（二）　ユニット型介護老人
     保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

（１）　介護老人保健施設短期
　　入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅰ）

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

＋３０単位 ＋２４０単位

（３）　特定介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

（三）　ユニット型介護老人
      保健施設短期入所療養
　　　介護費（Ⅲ）
　　　＜療養型老健：看護
　　　　オンコール体制＞

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｃ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

介護 16 



（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（５）　緊急時施設療養費

（二）　特定治療

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

介護 17 



ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の
規定が適用され
ている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に関
する基準の区分
による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 1,061 単位）

要介護４ （ 1,161 単位）

要介護５ （ 1,250 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,170 単位）

要介護４ （ 1,269 単位）

要介護５ （ 1,359 単位）

要介護１ （ 661 単位）

要介護２ （ 768 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 1,078 単位）

要介護５ （ 1,119 単位）

要介護１ （ 770 単位）

要介護２ （ 877 単位）

要介護３ （ 1,034 単位）

要介護４ （ 1,187 単位）

要介護５ （ 1,228 単位）

要介護１ （ 632 単位）

要介護２ （ 741 単位）

要介護３ （ 889 単位）

要介護４ （ 1,043 単位）

要介護５ （ 1,083 単位）

要介護１ （ 741 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 998 単位）

要介護４ （ 1,152 単位）

要介護５ （ 1,192 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 975 単位）

要介護４ （ 1,064 単位）

要介護５ （ 1,154 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,084 単位）

要介護４ （ 1,173 単位）

要介護５ （ 1,263 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 934 単位）

要介護４ （ 1,023 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,043 単位）

要介護４ （ 1,132 単位）

要介護５ （ 1,221 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

＋６０単位

＋２００単位
（７日間を限

度）） ＋９０単位
（７日間を

限度）

×７０／１００

基本部分

（１）　病院療養病床短期
　　入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（三)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅲ）

　　看護<6:1>
　　介護<6:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（一)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　
　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）

　　看護<6:1>
　　介護<5:1>

a.病院療養病床短期
 入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

×９０／１００ ×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

注

×７０／１００

×９７／１００

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制
　　強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（９）　介護職員処遇改善
　　加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費 （二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

（一)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）

　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

（二)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）

　　看護<8:1>
　　介護<4:1>

（一)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（４）　ユニット型病院療養病床
　　経過型短期入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（２）　病院療養病床経過型
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（３）　ユニット型病院療養病床
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

介護　10



　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注
利用者の数及び入院
患者の数の合計数が
入院患者の定員を超
える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユニッ
トケアにおける体制が
未整備である場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ 701 単位）

要介護２ （ 752 単位）

要介護３ （ 803 単位）

要介護４ （ 853 単位）

要介護５ （ 904 単位）

要介護１ （ 810 単位）

要介護２ （ 861 単位）

要介護３ （ 912 単位）

要介護４ （ 962 単位）

要介護５ （ 1,013 単位）

要介護１ （ 613 単位）

要介護２ （ 658 単位）

要介護３ （ 703 単位）

要介護４ （ 748 単位）

要介護５ （ 794 単位）

要介護１ （ 722 単位）

要介護２ （ 767 単位）

要介護３ （ 812 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 903 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

＋９０単位
（７日間を

限度）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　２３単位を加算）

＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

＋６０単位

診療所設備基準
減算

－６０単位

＋２００単位
（７日間を限度）

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制
　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

基本部分

（二）　４時間以上６時間未満
（３）　特定診療所短期入所
　　　療養介護費

（２)　ユニット
　型診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（１）　診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
  介護<6：1>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（一）　３時間以上４時間未満

（二)　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０/１００

×９７／１００

（三）　６時間以上８時間未満

（一)　ユニット型診療所短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所短期入所療養
　介護費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要介護１ （ 1,048 単位）
要介護２ （ 1,113 単位）
要介護３ （ 1,179 単位）
要介護４ （ 1,246 単位）
要介護５ （ 1,312 単位）
要介護１ （ 1,157 単位）
要介護２ （ 1,222 単位）
要介護３ （ 1,288 単位）
要介護４ （ 1,355 単位）
要介護５ （ 1,420 単位）
要介護１ （ 991 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,129 単位）
要介護４ （ 1,199 単位）
要介護５ （ 1,267 単位）
要介護１ （ 1,100 単位）
要介護２ （ 1,169 単位）
要介護３ （ 1,238 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,376 単位）
要介護１ （ 962 単位）
要介護２ （ 1,030 単位）
要介護３ （ 1,097 単位）
要介護４ （ 1,164 単位）
要介護５ （ 1,231 単位）
要介護１ （ 1,071 単位）
要介護２ （ 1,139 単位）
要介護３ （ 1,206 単位）
要介護４ （ 1,273 単位）
要介護５ （ 1,340 単位）
要介護１ （ 947 単位）
要介護２ （ 1,012 単位）
要介護３ （ 1,078 単位）
要介護４ （ 1,145 単位）
要介護５ （ 1,211 単位）
要介護１ （ 1,056 単位）
要介護２ （ 1,121 単位）
要介護３ （ 1,187 単位）
要介護４ （ 1,254 単位）
要介護５ （ 1,319 単位）
要介護１ （ 886 単位）
要介護２ （ 952 単位）
要介護３ （ 1,017 単位）
要介護４ （ 1,084 単位）
要介護５ （ 1,150 単位）
要介護１ （ 995 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,126 単位）
要介護４ （ 1,193 単位）
要介護５ （ 1,259 単位）
要介護１ （ 790 単位）
要介護２ （ 855 単位）
要介護３ （ 921 単位）
要介護４ （ 988 単位）
要介護５ （ 1,054 単位）
要介護１ （ 899 単位）
要介護２ （ 964 単位）
要介護３ （ 1,030 単位）
要介護４ （ 1,097 単位）
要介護５ （ 1,162 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

片道につき
　＋１８４単位

（７）　サービス提供
　　体制強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

（１）　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一)　認知症
　疾患型短
　期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

大
学
病
院

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（６）　特定診療費

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

一
般
病
棟

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

緊急短期入所受
入加算

×７０／１００ ×９０／１００

＋９０単位
（７日間を

限度）

注

×７０／１００ －１２単位

大
学
病
院

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

基本部分

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

（五)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅴ）
　
　経過措置型

（三)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>一

般
病
棟

a.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（一)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

（四)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
 　　<従来型個室>

（二） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（二)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

（２）　認知症
　疾患型経過
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

aユニット型.認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（３）　ユニット型
　認知症疾患
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（４）　特定認知症
　疾患型短期入所
　療養介護費 （三）　６時間以上８時間未満

（８）　介護職員
　　処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

　介護　１2


